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市からのお知らせ

湯沢市外在住の方でも広報ゆざわを年間購読できます（有料）。詳しくは「ふるさと未来創造部 情報政策課 元気・魅力発信班（☎56-8387）」まで。耳より情報 市内在住の未就学児とそのご家族は、日曜日も「子育て支援総合センターすこやか（☎72-3501）」を利用できます。◇開所時間…午前８時30分～午後５時耳より情報

市・県民税の申告が必要？

申告要否判定表

次の①、②のどちらかに当てはまりますか？

① 収入は給与のみで年末調整されている

② 収入は公的年金収入のみ

※公的年金から所得税が天引き（源泉徴収）されている場
合は、確定申告により還付になる場合があります。

※市・県民税の所得控除（社会保険料控除、医療費控除など）
を受ける場合は、申告をお勧めします。

市・県民税の申告が必要です。
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◆申告に必要な書類

▷医療費控除の明細書（ご自身で作成）
▷医療費通知書など（原本）

医療費控除医療費控除ののお役立ち情報お役立ち情報

　健康診断や予防接種などを受けた方で、国の指定する市
販薬を購入した金額が12,000円を超える場合、医療費
控除を受けられる特例制度があります（最高88,000円）。

セルフメディケーション税制

◇申告に必要な書類　
セルフメディケーション税制の明細書（ご自身で作成）

控除の対象となるもの

▶診療・治療費　　▶一部の介護サービス費
▶治療目的の医薬品購入費　など

控除の対象とならないもの

▶予防接種費用　　▶医師の診断書の作成費用
▶健康維持目的の栄養ドリンクなどの購入費
▶視力矯正のためのコンタクトレンズ・眼鏡の購入費
▶医師の処方のない目薬や湿布薬の購入費　など

■申告書作成会場開設日時
　２月16日㈪～３月16日㈪／午前９時～午後５時（平日）

　※会場への入場には「入場整理券」が必要です。
　　整理券は当日配布するほかＬＩＮＥを通じたオンラインによる事前

発行も可能です（事前発行可能期間が設けられています）。
　※会場にはスマートフォンとマイナンバーカード（マイナンバーカー

ドの発行時に設定した２つの暗証番号（「数字４桁」と「英数字６～
16文字」）の入力が必要になります）を持参してください。

問 税務課市民税班（☎55-8094）

談申告相
令和８年度　市・県民税
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■対象
　▷住宅ローン控除（住宅借入金等特別控除）
　　令和７年12月31日までに
　　・新築住宅、買取再販住宅に入居された方
　　・中古住宅に入居された方
　　・マイホームをリフォームや増改築された方
　▷亡くなられた方の確定申告（準確定申告）
　　・令和７年12月31日までに亡くなられた方
　　　（事業所得等がある方など）

　医療費控除とは、自分自身や家族のために
医療費を支払った場合に、一定の金額の所得
控除を受けることができる制度です。

医療費控除の対象となる金額医療費控除の対象となる金額

令和７年１月から12月まで
の間に支払った医療費

総所得金額等が200万円未満の方は、
総所得金額等の５％の金額

医療費の合計 10万円または総所得
金額等の５％相当額

保険金※などで
補てんされる金額

医療費控除額（最高 200 万円）

※高額療養費、入院給付金、高額
介護サービス費など

問 湯沢税務署（☎73-5100）

初めて住宅ローン控除を申請される方または

亡くなった方の確定申告をされる方は、税務署での申告をお願いします


